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知
っ
て
得
す
る　

農
業
者
年
金

農
業
者
な
ら
誰
で
も
入
れ
る

「
終
身
年
金
」
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農
業
者
年
金
制
度
は
、「
農
業
者
の
老

後
生
活
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上
と
農

業
者
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
」
を
目
的

と
す
る
公
的
年
金
で
す
。

●
農
業
者
年
金
の
加
入
資
格
は
３
つ
だ

　

け
、
農
地
の
権
利
名
義
は
不
要

①
年
間　

日
以
上
農
業
に
従
事

②　

歳
未
満
の
方

（　

歳
以
上
は
、
国
民
年
金
の
任
意

　

加
入
被
保
険
者
）

③
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

（
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除
く
）

●
積
み
立
て
方
式
・
確
定
拠
出
型
で

　

少
子
高
齢
時
代
に
強
い

　

現
行
の
農
業
者
年
金
は
、
自
分
が
将

来
受
取
る
年
金
の
原
資
を
自
分
自
身
で

積
み
立
て
る
方
式
で
す
。
加
入
者
の
積

み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運
用
益
を
合

わ
せ
た
額（
年
金
給
付
原
資
）に
よ
り
将

来
受
け
取
る
年
金
額
が
事
後
的
に
決
ま

る
確
定
拠
出
型
の
積
立
方
式
を
採
用
し

て
い
ま
す
。
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る

方
の
数
や
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の

数
が
変
化
し
て
も
そ
の
影
響
を
受
け
な

い
少
子
高
齢
化
で
も
安
心
で
き
る
制
度

で
す
。

●
保
険
料
の
設
定
は
自
由
、

 　

加
入
・
脱
退
も
自
由

　

保
険
料
は
月
額
２
万
円
（　

歳
未
満

で
政
策
支
援
加
入
の
対
象
と
な
ら
な
い

方
は
１
万
円
）
か
ら
６
万
７
千
円
の
間

で
、
千
円
単
位
で
自
由
に
決
め
ら
れ
、

い
つ
で
も
見
直
し
が
可
能
で
す
。
さ
ら

に
加
入
・
脱
退
も
任
意
の
た
め
、
経
営

状
況
等
に
応
じ
柔
軟
な
対
応
が
可
能
に

な
り
ま
す
。（
た
だ
し
、
脱
退
一
時
金
は

な
く
、
積
立
て
た
保
険
料
は
将
来
年
金

と
し
て
受
給
で
き
ま
す
）
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●「
終
身
」で
年
金
を
受
給
で
き
、

　

万
が
一
の
場
合
は
死
亡
一
時
金
も

　

農
業
者
年
金
は「
終
身
年
金
」の
た
め
、

一
生
涯
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

ま
た
、
万
が
一
、　

歳
前
に
死
亡
し

た
場
合
は
、　

歳
ま
で
に
受
け
取
る
農

業
者
老
齢
年
金
の
現
在
価
格
相
当
額
を

死
亡
一
時
金
と
し
て
、
要
件
を
満
た
す

遺
族
の
方
が
受
け
取
れ
ま
す
。（
死
亡
一

時
金
は
非
課
税
。加
入
期
間
等
に
よ
り
、

保
険
料
払
込
額
を
下
回
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）

●
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、

同
一
生
計
の
家
族
分
の
保
険
料
を
支
払

っ
て
い
る
場
合
、
家
族
分
も
含
め
て
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
一
定
の
要
件
を
満
た
す
農
業
者
に
は

　

保
険
料
の
国
庫
補
助
（
政
策
支
援
加

　

入
）が
あ
る

　

政
策
支
援
加
入
に
は
、
加
入
要
件
に

加
え
、
次
の
要
件
を
満
た
せ
ば
受
け
ら

れ
ま
す
。

①　

歳
ま
で
に
加
入

②
農
業
所
得
が
９
０
０
万
円
以
下

③
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者
等
（
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

ご
加
入
に
際
し
て
の
ご
注
意

※

１

　

農
業
者
年
金
に
加
入
さ
れ
る
方
は
、

国
民
年
金
の
付
加
年
金
（
付
加
年
金
保

険
料
月
額
４
０
０
円
）
へ
の
加
入
が
必

要
で
す
。

※

２

　

農
業
者
年
金
と
国
民
年
金
基
金
（
旧

み
ど
り
年
金
を
含
む
）
及
び
個
人
型
確

定
拠
出
年
金
（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
イ
デ
コ
）

と
は
重
複
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

※

３

　

納
め
た
保
険
料
は
、
脱
退
後
も
農
業

者
年
金
基
金
が
運
用
を
続
け
、
将
来
、

年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
脱
退
一
時
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。

老後の生活費は十分？税制面で大きな優遇


